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コンプライアンス・テスト

【あなたの行為は】

１ 家族に胸を張って話せますか？

２ 見つからなければ大丈夫

と思っていませんか？

３ 国民としてニュースで見聞きし

たらどう思いますか？

お父さんは僕の
ヒーローだよ！

凛々しいお姉さ
んは私の憧れ！

国の守りに就い
てくれることを
誇りに思う。

大事なお役目
よ。頼りにし
てるわ。

ばぶぅ



巻 頭 言

防衛監察監
小川 新二

新防衛監察監写真

自分達は困難な任務の遂行に全力を傾けているから些細な問
題には構っていられないといった考え方は、明らかに誤りであ
り、コンプライアンスが守られていない組織では、本来の任務
にいかに努力しても、社会から信頼も評価も得られず、隊員の
努力を無にすることになることを自覚しなければなりません。
社会のあらゆる組織でガバナンスの確立が重要な課題になっ

ていますが、コンプライアンスはしっかりしたガバナンスを実
現する第一歩です。
コンプライアンス・ガイダンスは、多くの具体的事例や教訓

を掲載しており、コンプライアンスについて知り、意識を高め
るための重要なツールです。
また、ガバナンスは、単に組織管理者だけが担うものではな

く、一般隊員や中堅隊員など、組織に属する全ての者が、職種
・立場を問わず、それぞれの立場で、より良い組織の在り方に
ついて考え、取り組む必要があることから、ガイダンスについ
ても管理者用と一般隊員用とを作成しています。
この度改訂した第７版では、パワー・ハラスメントの厳罰化

や新型コロナウィルスで突き付けられた感染症対策等について、
新たに記述を追加するなど、より今日的な内容としています。
是非コンプライアンス・ガイダンスを最大限に活用し、防衛

省・自衛隊のガバナンスを揺るぎないものにし、強靭な組織を
構築するのに役立てていただきたいと思います。

令和４年 月

我が国を取り巻く安全保障環境が年を追
うごとに厳しさを増し、様々な大規模自然
災害が全国各地で度々発生している今日、
「我が国の平和と独立を守り、国の安全を
保つ」という防衛省・自衛隊の役割は益々
重要性を増しています。
防衛省・自衛隊がその役割を十分に果た

すためには、ただ我々が精強であるだけで
なく、我々が国と国民を守るために努力を
惜しまない組織であることに対する国民の
信頼と期待が不可欠です。
そのためには、防衛省・自衛隊が、高い

倫理観と使命感を持ち、法令等を遵守し、
対外的にも対内的にも誠実に任務を果たす
組織でなければなりません。



は じ め に

１ 防衛監察本部の役割

防衛監察本部は、防衛施設庁官製談合事案、情報流出事案等の不祥事

により、防衛省・自衛隊に対する国民からの信頼を著しく損ねる事態と

なったことを踏まえ、平成１９年９月、大臣直轄の特別の機関として設

立され、独立した立場からの監察により、不正や非違行為の未然防止等

に努めてまいりました。

さらには、不正や非違行為の未然防止等を推進するため、遵法精神や

倫理観といったコンプライアンス意識の浸透にも努めており、各部隊・

機関等におけるコンプライアンスに係る講習のほか、平成１９年１１月

からコンプライアンス・ガイダンスを発刊しています。

２ コンプライアンスに関する職責

コンプライアンスに関する意識の徹底、不適切な部下の指導及び自殺

事故の防止並びに情報公開関係業務及び行政文書の管理の適正な実施の

ための措置の徹底について（通達）（防官文第6443号。26．5．8）

において、大臣官房長、各局長、施設等機関の長、各幕僚長、情報本部

長、各地方防衛局長及び防衛装備庁長官は、防衛監察本部の協力の下、

コンプライアンスに関する意識の徹底を図るための教育を実施すると規定

されています。

３ コンプライアンス・ガイダンスの概要

（１）作成の目的及び構成

本資料は、防衛省・自衛隊におけるコンプライアンス意識の浸透を

図ることにより、不祥事の未然防止を図るため、全ての隊員が業務を

実施するにあたり常に意識していただきたい内容を簡易に確認できる

よう集約・整理したものです。

第７版の主な改訂内容は、令和２年３月に罰則が強化されたパ

ワー・ハラスメントに関すること、再就職規制の違反事例及び新型コ

ロナウイルスで喫緊の課題となった感染症対策等について、更新して

います。

（２）区分及び対象

コンプライアンス・ガイダンスは、管理者用と一般隊員用に区分し

て作成しています。管理者用は防衛省の各組織の長、部課長及び各級

指揮官を念頭に、一般隊員用はそれら管理者を除く隊員を対象として

います。一般隊員でも、コンプライアンスとそれに対する取組みなど

について、更に知りたい方は、管理者用ガイダンスを是非参照してく

ださい。

なお、防衛省には一般職の職員も在籍していますが、規則の名称等

を除き、本文中においては「隊員」に表記を統一しています。



（３）管理者用

各機関の管理者が業務に当たり常に意識していただきたい内容を

整理したものであり、また、朝礼・終礼時の教育や各種 研修・教育

等を行う際の教材として活用することも念頭に置いています。

内容は、次の４項目で構成されています。

ア コンプライアンスについて

防衛省・自衛隊におけるコンプライアンスの意義・取組の重要

性、注意すべき行為等について記述しています。

イ 不祥事の未然防止に当たり留意すべき事項等

防衛省・自衛隊における不祥事の未然防止に当たり留意すべき

事項等について記述しています。

ウ 過去の違反事例

どのような行為が違反に該当するのかをイメージできるように

防衛省・自衛隊において、過去に発生した事例を紹介しています。

エ 管理者が特に認識すべき事項

管理者が行う各種点検項目、隊員に義務付けられている各種教

育等及び防衛省における各種強化月間・週間等について記述して

います。

オ 参考資料

公益通報等の概要、各種通報窓口及び関係法令等について記述

しています。

（４）一般隊員用

一般隊員の業務における参考資料として気軽に活用してもらえる

ように、管理者用の「コンプライアンスについて」及び「不祥事の

未然防止に当たり留意すべき事項等」の一部をわかりやすくかみ砕

いて記述しています。

4 配布等

防衛監察本部ホームページ上にデータ（ＰＤＦ）を掲載しています。

部内系又は部外系のどちらからでも閲覧可能です。部外系であれば、

各自の私有パソコンやスマートフォン等にもダウンロード可能です。

また、御要望に応じて、パワーポイントのデータを提供しています。



5 本資料への問合せ等

下表に示すコンプライアンス・ガイダンス主担当又は各機関等の担

当まで御連絡をお願い致します。

防衛監察本部 総務課 企画室
コンプライアンス・ガイダンス担当

ホーム

ページ

【部内系】 http://web.mod.go.jp/igo/
【部外系】 httpｓ://www.mod.go.jp/igo/

電 話

０３－３２６８－３１１１

内線 ：

ＦＡＸ ０３－５２２７－２２２３

住 所

〒１６２－８８０７

東京都新宿区市谷本村町５－１

防衛監察本部 総務課 企画室

８－６－３３０７５（空自）主担当

８－６－３３０７２（機関）

８－６－３３０７３（陸自）

８－６－３３０７４（海自）
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